
 
 

新型コロナウイルス感染症対策に係る追加提案について 

 

１ 基本的な考え方 
 

 ・ 国の新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策に連動して，県民の命と健康を守り，影

響を受ける県内産業等を支援するために必要な予算について，追加で計上するもの。 
 

 ・ 今回の補正予算に係る所要の一般財源については，一般財源基金からの繰入金を充当した。 

 

 

２ 補正予算の規模等 
 

２ヵ年度分の合計 ８１億円 
 

（１）令和元年度予算分                          （単位：百万円） 

区 分 
現計 

Ａ 

補正予算 

[既提出分] Ｂ 

補正予算 

[追加分] Ｃ 

補正後 計 

Ａ＋Ｂ＋Ｃ 

一般会計 １，１９１，２５５ ▲１９，６０５ ８２６ １，１７２，４７６ 

   

（２）令和２年度予算分                 （単位：百万円） 

区 分 
現計 

Ｄ 

補正予算 

Ｅ 

補正後 計 

Ｄ＋Ｅ 

一般会計 １，１６３，２１９ ７，２８９ １，１７０，５０８ 

 

※ 両年度ともに特別会計・企業会計に係る補正予算[追加分]はなし。 

 

 

３ 主な事業                            （単位：百万円） 
 

（１）令和元年度予算分                           ８２６ 

① 感染拡大防止策の強化 

・ 感染症予防医療法施行事業                        ６４ 

（入院協力医療機関の空床確保に対する補助等） 

新 社会福祉施設等新型コロナウイルス感染症対策事業                ９５ 

（高齢者福祉施設等における感染拡大防止のための資材提供に要する経費） 

 

② 影響を受ける県民生活等への緊急対応 

新 生活福祉資金貸付原資等助成事業                    ４５６ 

（生活福祉資金貸付金の貸付原資の積み増し） 

・ 障害児福祉施設入所事業                        ２０５ 

（特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービスの実施に対する補助） 
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・ 放課後子ども教室推進事業                         １ 

（学校の臨時休業に伴う放課後子ども教室の実施に対する補助） 

新 学校給食臨時休業対策事業                         ５ 

（給食中止に伴うキャンセルできなかった食材費の補填等に要する経費） 

 

（２）令和２年度予算分                        ７，２８９ 

① 感染拡大防止策の強化 

・ 感染症予防医療法施行事業                       ５１４ 

（ＰＣＲ検査自己負担分及び入院協力医療機関の空床確保に対する補助等） 

新 高齢者福祉施設等個室化改修支援事業                      １９ 

（高齢者福祉施設等における感染拡大防止のための多床室の個室化に対する補助） 

・ 障害者施設整備事業                               ４ 

（障害者支援施設等における感染拡大防止のための多床室の個室化に対する補助） 

 

② 影響を受ける県内産業等への緊急対応 

・ 中小企業融資資金貸付金           【融資枠４１，０００】５，８５８ 

・ 中小企業信用保証料助成                        ４４０ 

新 新型コロナウイルス感染症対策利子補給事業               ４５４ 

（新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業を支援するための融資枠の拡充等） 

 

 

４ 繰越明許費（令和元年度予算分） 

（単位：百万円） 

区  分 既提出分 Ａ 追加分 Ｂ 計 Ａ＋Ｂ 

一般会計 １４１，６６６ １００ １４１，７６６ 

 

 

５ 債務負担行為（令和２年度予算分） 
 

 ３件（利子補給 １９億円，損失補償 ５億円） 
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産業戦略部産業政策課金融Ｇ（029-301-3530）

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業の負担を軽減するため，パワー
アップ融資の融資枠を拡充するとともに，信用保証料補助や利子補給を実施します。

【Ｒ２当初追加提案予算額６，７５２百万円】

中小企業融資資金貸付金／中小企業信用保証料助成／新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策利子補給

パワーアップ融資 5,858百万円

信用保証料補助 440百万円 利子補給 454百万円

：600億円(410億円追加)
：新型コロナウイルス感染症の影響により，次のいずれかの要件について市町
村長の認定を受けた者
ア 売上高等が20％以上減少
イ 経済産業大臣が指定する事業を営み，売上高等が5％以上減少
ウ 金融秩序の混乱等により，売上高等が15％以上減少

：設備・運転・併用5,000万円
：設備10年以内(据置3年以内) 運転・併用7年以内(据置2年以内)
：年1.3～1.6％

5割補助(年0.7％ → 0.35％) ３年間10割補給(年1.3～1.6％ → 0.0％)

新規融資枠
融資対象者

融資限度額
融 資 期 間
融 資 利 率
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